
議案第 68号  

 

 

   西脇市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す  

る条例の制定について  

 

 

 西脇市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。  

 

 

  令和６年 12月２日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 国又は他の地方公共団体の要請に基づき、異常な自然現象により重

大な災害が発生した地域に派遣され、災害応急対策のための作業等に

従事した職員に対し、災害応急作業等手当を措置するため。  
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